
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  （切り取らずに FAX 下さい） 

  
 

事業所名 

TEL:                 FAX：                  

当講座の内容で御質問があればご記入下さい。事前に相談

会ご参加の金融機関担当者様へお伝え致します。 

 

 

 

 

 

取引銀行（                  ） 
受講者名 

複数名申込み可能です  

政府は「約束手形・小切手の利用廃止」の方針を

示しております。これにより、産業界・金融界が連

携して 2026 年度末までの手形・小切手の利用廃止

に向けた取り組みが必要です。また、早期に電子的

決済サービスへの移行を検討する必要がありますの

で、留意すべき点を解説していきます。是非ご参加

ください。 

岸川 昌弘  氏 

佐賀銀行 業務統括本部 

業務統括部  

       業務管理指導グループ  

調査役 

２級ファイナンシャル・プランニング技能士 

※ご記入いただいた内容は、当事業運営のために利用する他、事務連絡や関連事業の情報提供のために利用することがありますが、第三者に公開するものではありません。 

伊万里商工会議所 行 ＦＡＸ：０９５５-２３-３１０６ お申込日 令和 7 年   月    日 

主催 伊万里商工会議所 

金融理財部会 

令和７年８月２２日 (金) 
１５：３０～セミナー 
１６：３０～相談会 

無料(会議所会員限定) 

※会員でない方は受講料 3,000 円。 

70 名 (定員になり次第締め切り) 

伊万里商工会館 ４F 大ﾎｰﾙ 
(伊万里市新天町 663 TEL22-3111) 

★ お申し込み方法 
下記申込欄に必要事項をご記入いただき、 

8/18（月）までにＦＡＸにてお申込みください。 

２０２６年度末で手形･小切手が使えなくなります！！ 

 

◆紙の手形・小切手の発行終了の概要とスケ

ジュール 

 ・手形･小切手の廃止による影響 

 ・手形割引に替わる借入などの資金調達 

 ・振込手数料などのコスト増加見直し対応 

 

◆電子化に向けた代替え決済の内容 

・小切手をお使いの事業所様の対応 

・約束手形をお使いの事業所様の対応 

・企業間で必要となる事前準備 

・インターネットバンキングサービスの概要 

・電子記録債権の仕組みと導入方法 

 

※講座終了後は、市内金融機関様毎に相談会を予定 

  しております。 


